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１　準中型車の「無免許運転」が増加

右のグラフは、準中型・中型自動車による無免許運転
取消者数を示したものです。

準中型の無免許運転は、令和４年９月末時点で令和３年中に比べてプラス８人の大幅増加となり、11人が普通免許で準中型車を運転した無免許運転で処分されました。
２　「無免許運転」の原因

　○　無免許運転をしてしまった原因

　　・車検証を確認しなかった。最大積載量のステッカーのみを見て運転した(車両総重量の不確認)等

　　・上司や友人に「普通免許で運転できる」と言われ、確認せずに運転した

　○　無免許運転をさせてしまった原因

　　・従業員の免許種別を確認していなかった

　　・車検証を確認していなかった(車種が何になるかを把握していない)

　　・自身が取得した時の普通免許と、現在の普通免許の違いを理解していない
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【令和３年中・４年９月末取消処分者】


９月末免許取消者数】





【免許制度の変遷と自動車の区分対比表】　　※　　　の部分は特に注意！！





平成19年法改正後
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５ｔ未満





10人以下





平成19年６月２日～平成29年３月11日の普通免許


～平成29年３月11日取得
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自動車の
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平成19年６月１日以前の普通免許
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現行の普通免許では


運転できません
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7.5ｔ以上11t未満





3.5t以上7.5t未満
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２t以上4.5t未満





中型８ｔ


限　  定





平成29年法改正後５t限定準中型免許


とみなされる





過去の普通免許と比べ、運転できる車の範囲が狭い





準中型５ｔ


限定





現行の普通免許で運転できる自動車の範囲(大特・大自二・普自二を除く)
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